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１ 令和８年度から適用される税制改正の主な内容 

第１章 税制改正 

(1)  給与所得控除額の引上げについて 

給与所得控除額は給与収入金額に応じて計算される控除であり、物価上昇にあわせて賃金

が増えれば控除額も増加しますが、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えて

も控除額は変わりません。物価上昇への対応とともに、就業調整への影響を緩和する観点か

ら、所得税及び個人住民税における給与所得控除額の最低保障額が 55万円から 65万円へ引

き上げられました。 
 

 ①対象者について 

  給与収入金額が 190万円以下の方 

※給与収入金額が 190万円を超える方の給与所得控除額に変更はありません。 
 

 ②控除額について 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※収入金額が 660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五の表により給

与所得金額を求めます。 
 

（2） 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げについて 

  給与所得控除の最低保障額の引上げ等に伴い、それらの控除額等を踏まえて設定されてい

た以下の扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額についても、それぞれ 10 万円

引上げられました。 

  ・配偶者及び扶養親族の合計所得金額 

  ・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 

・雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 

・勤労学生の合計所得金額 

・家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 
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（3） 特定親族特別控除の創設について 

  深刻な人手不足が続く中、特に大学生のアルバイトの就業調整は、親等が扶養控除を受ける

ことのできる要件（子等の合計所得金額 48 万円以下）が一因となっていると指摘されてきま

した。こうした状況を踏まえ、個人住民税において、子等の合計所得金額が 95万円までは、

親等が特定扶養親族と同額の所得控除を受けることができ、95 万円を超えた場合でも控除額

が段階的に減少する仕組みの「特定親族特別控除」が創設されました。 

なお、ここでいう「子等」とは、納税義務者と生計を一にする、19歳以上 23歳未満の親族

（６親等内の血族及び３親等内の姻族）等を指します。 
 

①対象者について 

 以下のすべての条件に該当する方 

▪ 生計を一にする年齢 19歳以上 23歳未満の親族（配偶者及び青色事業専従者等を除く） 

▪ 合計所得金額が 58万円超 123万円以下 

▪ 控除対象扶養親族に該当しない方 
 

②控除額について 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
詳細やその他の改正については、横浜市ウェ
ブページにも掲載しておりますのでご確認く
ださい。 
 

 
税制改正の内容などご不明な点は、区役所税務課市民税
担当へお尋ねください。お問合せ先は、42ページに記載
しています。 
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国税庁が、小学生向け、中学生向け、高校生向け、高校生以上向けの教材をはじめ、各種動画や、 

ゲーム・クイズを掲載し、わかりやすく税を解説しているページです。ぜひご覧ください。 

 

＜memo＞ 
 

 

 

 

＜コラム＞（国税庁）税の学習コーナー 
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令和８年度税制改正のうち、市税に関する主な概要は次のとおりです。  

 

１ 個人住民税 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 軽自動車税 

 

 

 

 

 

 

 

３ 固定資産税  

 

 

２ 令和８年度税制改正の概要（地方税関係） 

(1)  給与所得控除の見直し 

 給与所得控除の最低保障額について、74 万円（現行 65 万円）に引き上げること

とされました。 

※令和９年度分以後の個人住民税に適用 

（ただし、引上げ額９万円のうち、５万円は２年間の時限措置） 

 

(2) 扶養親族等に係る所得要件の引上げ 

 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、62 万円（現

行 58 万円）に引き上げることとされました。 

※令和９年度分以後の個人住民税に適用 

 

(3) ひとり親控除の控除額の見直し 

   ひとり親控除の控除額について、33 万円（現行 30 万円）に引き上げることとさ

れました。 

※令和 10 年度分以後の個人住民税に適用 

 

 

(1) 軽自動車税環境性能割の廃止 

軽自動車税環境性能割について、令和８年３月 31 日をもって廃止することとさ

れました。 

 

(2) グリーン化特例の延長 

電気自動車等を取得した場合の軽課措置（グリーン化特例）について、「令和 10

年度取得分まで」に延長されます。税率の詳細は 38 ページをご覧ください。 

 

令和８年度税制改正の詳細については、 

総務省のウェブページをご覧ください。 

総務省 税制改正 検 索 

■ 固定資産税の免税点の見直し 

家屋及び償却資産に係る固定資産税の免税点について、物価指数等の上昇を踏

まえ、家屋：30 万円（現行 20 万円）・償却資産：180 万円（現行 150 万円）に引

き上げることとされました（土地については、30 万円で据え置き）。 

  ※令和９年度以後の年度分の固定資産税に適用 
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